
今回の⼀般質問ではこれまで繰り返されてきた「財源がなくてできま
せん」という答弁の中⾝に切り込みました。
財源といっても、地⽅債を発⾏できる事業であれば将来の延べ払いと
いう形で財源を作ることができます。他⽅これを頻発させるとどんど
ん借⾦が溜まってしまい、将来の市政運営ができなくなる恐れがあり
ます。要は「どこまで地⽅債を発⾏できるか」「それを判断する財政
指標は何か」ということなのですが、それが議会で議論になったこと
はありません。
「市の財政が健全化すること」は「市⺠の幸福度が下がっていく」こ
とではないのか、との問いに対して、市はそれを否定することができ
ませんでした。
ここが今後の市政における「財源の有無」のキーポイントとなること
がはっきりしました。




